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第１０回大月市教育委員会定例会 会議録  

 

・ 開催日時    令和２年１２月２４日(木曜日) 

        午前１０時００分から午前１０時５０分 

 

・  開催場所    市役所第２庁舎４階会議室 

 

・ 出席委員    宇野誠教育長、中村順一郎教育長職務代理者、藤本政一委員 

野尻正人委員、庄司有紀委員、白須康子委員 
 

・ 出席職員    安藤教育次長兼学校教育課長、金畑社会教育課長 

          上條こどもの学び支援担当リーダー 

          杉本学校づくり担当リーダー 

          

・ 傍聴人     なし 

 

 〔会 議〕 

１ 開会 

【教育長開会宣言】 

 

２ 会議録の承認 

  職員が令和２年度第９回定例会会議録を朗読し、承認された。 

 

３ 教育委員会報告 

  教育長から、令和２年１１月２６日から令和２年１２月２４日までの教育委員会活

動が報告された。 

 

４ 議事 

 

議案第１９号 代替教員内申について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕上條こどもの学び支援担当リーダー 

 

   【原案どおり決定】 

 

議案第２０号 就学指定学校変更・区域外就学について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕上條こどもの学び支援担当リーダー 

  

   【原案どおり決定】 
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５ その他 

（１）大月市和光生涯教育図書整備基金条例廃止の件の議決について 

〔説明〕金畑社会教育課長 

「大月市和光生涯教育図書整備基金条例廃止の件の議決について」の説明をいたし

ます。 

これは、先週金曜日に閉会しました「令和２年第５回（１２月）市議会定例会」に

おいて市議会の議決をいただいた案件の報告になります。 

まず、概要ですが、大月市和光生涯教育図書整備基金については、低金利の状況下、

預金利息のみで図書の整備を行うことは難しいことから、条例に規定する基金の額ま

で計画的に取崩し図書整備を行ってきました。 

この基金は、平成４年和光泰氏から５千万円のご寄附をいただいたため、市では大

月市和光生涯教育図書整備基金条例を制定し、基金を設置しました。そして、平成５

年度から運用で生ずる利息分を事業費にあて図書の購入を行ってまいりましたが、低

金利の状況にあって、果実運用のみで図書整備を行うことは困難なことから、平成１

７年１２月、基金の上限額を１,０００万円とする条例改正を行い、基金取り崩しに

よって図書購入に利用できるようにしました。また、平成２８年１０月には基金の上

限額を１００万円に改め、引き続き、計画的に図書の整備を行ってまいりました。 

しかし、令和元年度末で基金残高が条例に規定する基金の上限額に達したため、基

金取崩しによらず果実運用で図書整備を行うところであり、社会教育課ではこれまで

の間、寄附をいただきました和光泰氏と基金の積み増しのお願いを含めた故人のご遺

志を確認する協議を継続的に行ってまいりました。その協議の中で、和光氏より、基

金の全額を取崩し、その全額を図書整備に充てることによって基金設置の目的を達成

してほしいと、基金の廃止の了解を得たことから、ここでこの条例を廃止することと

して、「大月市和光生涯教育図書整備基金条例を廃止する条例」を定め、市議会の議

決をいただきました。 

なお、この条例の公布日は令和２年１２月１８日です。 

説明は、以上です。報告事項となりますが、よろしくお願いいたします。 

 

【了知】 

 

（２）令和２年度末人事異動に関わるヒアリングについて 

〔説明〕安藤教育次長 

令和２年度末教職員の人事異動に関わるヒアリング等の実施について、説明いたし

ます。１枚目の資料をご覧ください。 

まず、大月市教育委員会による市内各小中学校の校長のヒアリングを、令和３年１

月１８日（月）午前９時３５分から順次、日程表のとおり実施いたします。場所は市

役所第二庁舎４階会議室となりますので、各委員の出席をお願いいたします。なお、

この日は日程が一日がかりとなりますので、事務局の方でお昼のお弁当を用意いたし

ますのでご承知おきください。 
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続いて、資料の２枚目をご覧ください。こちらは、山梨県教育委員会による大月市

教育委員会に対する意見聴取日程が記載されています。第１回目が１月２６日（火）、

第２回目が２月９日（火）、それぞれ大月市は午後２時００分から３時００分までの

日程で、南都留合同庁舎４階大会議室で実施されます。さらに、最終の話し合いとい

たしまして、３月８日（月）と、３月９日（火）こちらも大月市は午後２時００分か

ら３時００分までの日程で実施されます。場所は、同じ南都留合同庁舎４階となりま

す。 

ご多忙のこととは思いますが、教育委員の皆さんの出席をお願いいたします。計４

回の南都留合同庁舎でのヒアリング等には市の公用車を使っていきたいと思います。

ヒアリング等の開始時間が午後２時からとなっておりますので、午後１時１５分頃ま

でに教育委員会の方へ集合していただきたいと思います。都合により出席できない日

がある場合には、委員会終了後または後日、事務局の方へお知らせいただけますよう

お願いいたします。 

以上です。 

 

【了知】 

 

（３）令和２年度地教委ヒアリング資料 

 （ 非公開 ） 

〔説明〕宇野教育長 

  

【了知】 

 

（４）令和２年度山梨県市町村（組合）教育委員会教育長・教育委員会議（第２回）の

開催について 

〔説明〕杉本学校づくり担当リーダー 

  山梨県教育委員会から、令和２年度山梨県市町村教育委員会教育長・教育委員会議

の開催について通知が来ております。今回は、テレビ会議システム、Ｚｏｏｍを使っ

ての開催ということで案内が来ています。ご自宅のパソコンからも参加できますし、

市役所では４階の旧移住相談室に３台のパソコンがありますので、そちらを使ってＺ

ｏｏｍで参加していきたいと考えています。 

開催日時は令和３年１月２０日（水）、午後２時から４時になります。出欠席につ

いて事前に連絡することになっておりますので、委員の皆様のご都合をお伺いしたい

と思います。いかがでしょうか。 

  

   【各委員の出欠席を確認】 

 

（５）その他 

 

・浅利教員住宅について 
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 中村教育長職務代理者 

  浅利の教員住宅の活用が決まり喜んでいます。以前から気にかけていたので、本当

に良かったと思っています。 

 

・成人式について 

 野尻委員 

  成人式については予定どおり実施ということでいいですか。 

 

 金畑社会教育課長 

 成人式につきましては、第８回教育委員会の中でお話させていただいたとおり１月

１０日(日)となります。過日、１２月１０日には、委員の皆様にお手紙を発送させて

いただいておりますので、そちらもご確認ください。 

成人式は新型コロナウィルス感染症の防止対策を徹底し、開催するところですが、 

先週１７日に開催した実行委員会では、改めてその対策として、国の新型コロナウィ

ルス感染症対策分科会が示す「年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省

についての提言」による参加者への注意喚起について、実行委員会を構成する新成人

の代表を通じて情報拡散を行っていただいております。ここで２週間前になりますの

で、その間の検温や過ごし方について、社会教育課においてもＨＰ、Facebookにより

１７日の実行委員会の模様とともに、諸注意を届けております。 

また、教育委員会の皆様にはお手紙でもご案内のとおり密集を避けるため、これま

でと受付方法を変更し、１Ｆのレストラン前で受付をさせていただきます。お車を駐

車後は直に１Ｆレストランへお越しください。受付を極力スムーズにしたいと思いま

すので、ご協力お願いいたします。 

 

野尻委員 

 新成人の方が受付終了後、待機している時に密になるのが心配です。中に入ってし

まえばいいのだけれど、待機場所についてはどうなっていますか。 

 

金畑社会教育課長 

 留まらないようにベルトパーテーションで仕切り、着座させることで受付後の滞留

を防止します。また、誠に申し訳ないのですが、例年皆さん看板をバックに写真を撮

りますので、看板を撤去しようと考えています。開会時には設置しておきますが、帰

りに写真撮影で密になっては困るので、看板を撤去して密になる機会をできるだけ減

らそうと考えています。 

  

 中村教育長職務代理者 

  総体的な時間はどのくらいですか。 

 

 金畑社会教育課長 

  これまで２時間ほどだったのですが、５０分程度で計画しています。席も指定して
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移動をしないように、人も管理していきたいと思っています。 

  

 野尻委員 

  実行委員会は１年間かけて準備をしたし、新成人の方も延期になったり中止になっ

たりすると、気がかりなところだと思いますので、教育委員会では心配なことばかり

で気苦労も多いと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。 

  

 宇野教育長 

  例年、中学校単位で懇親会を行っていたのですが、今年はそれも中止ということを

確認しています。 

 

 

・令和３年１月２８日（木）午前１０時から第１１回教育委員会を開催すること  

 を確認。 

 

６ 閉会 

【教育長閉会宣言】 

 

  


